
地域安全学会論文集 No.44,  2024.03 

1 

 
 

都道府県リエゾン制度の多角的評価に基づく考察 
-リエゾンへの質問紙調査を通じて- 

 
Considerations Based on a Multifaceted Evaluation of Prefectural Liaison Systems 

Through a Questionnaire Survey to Liaison Officers 
 

藤原 宏之
1,2
，辻岡 綾3

，岸江 竜彦4
，竹之内 健介

5
，宇田川 真之3

，川口 淳6 
Hiroyuki FUJIWARA1,2

，Aya TSUJIOKA3
，Tatsuhiko KISHIE4

， 
Kensuke TAKENOUCHI 5

，Saneyuki UDAGAWA3
， and Jun KAWAGUCHI6 

 
1 伊勢市役所 
   Ise City Local Government 
2 三重大学大学院 地域イノベーション学研究科 博士前期課程 

Master Course Student, Graduate School of Regional Innovation Studies, Mie University 
3 国立研究開発法人 防災科学技術研究所 災害過程研究部門 
Disaster Resilience Research Division, National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience 

4 三重県庁 
   Mie Prefectural Government 
5 香川大学 創造工学部 
 Faculty of Engineering and Design, Kagawa University 
6 三重大学大学院 工学研究科  
  Graduate School of Engineering, Mie University 
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１．はじめに 
 
(1) 研究背景 
都道府県は，管内の市区町村が被災すると災害救助法

の適用や，応援職員の派遣調整などの被災自治体を支援

するための業務を行うことを地域防災計画に定めている
例えば1)．このような業務を実行するための情報が不足する

場合には，職員派遣などの手段で被害情報の把握に努め

なくてはならない2)．実際に，熊本県は令和2年7月豪雨

の対応で被災自治体に情報連絡員を派遣し，被災自治体

の首長から，その活動に対して高い評価を得ている3)．

一方で，愛媛県の平成30年7月豪雨の対応では，情報収集

を目的に派遣した職員が若手で災害対応の知識が不足し，

マニュアルが未整備だったことから，本庁・地域機関・

市町との情報共有が有効に進まなかったことを紅谷4)が

報告している． 

このような情報収集などを目的とした都道府県職員の

派遣制度は，法に基づく制度ではないことから制度に差

異があることが確認されている．木山5)は「リエゾン」

や「情報連絡員」などと呼称される職員（以下職員を指

す場合は「リエゾン」とし，制度を指す場合は「リエゾ

ン制度」とし，平時にリエゾン制度を所管する担当者を

「リエゾン担当者」とする．）は，全ての都道府県で実

態として，派遣を行う体制が構築されていることを確認

している．さらに，44の都道府県では「被災市区町村に

対する外部支援の必要性」について確認（または判断）

を行う役割が含まれており，3の都道府県では役割に含ま

れていないことを確認している．このことから，都道府

県によってリエゾンが担う役割の範囲に差異があること

が示唆されている． 

一方で，どのような職員がリエゾンに任命され，与え

られた役割に対して，どのように認識しているのかは不

明確である．実際に現場へ派遣されるリエゾンは，リエ

ゾン制度に対して，どのような認識を持っているのであ

ろうか．リエゾンが行う活動の実効性を高めるためには，

リエゾンの認識を踏まえてリエゾン制度や研修などの設

計を行うことが求められる． 

 

(2) 先行研究 
都道府県の役割や取り組みを研究で取り上げたものは，

紅谷4)が指摘するように限られている．その中でも都道

府県のリエゾンに関する先行研究を確認する． 

前述の紅谷4)は，リエゾンを受け入れた被災自治体が，

災害対応にどのような効果があったのかを確認している．

リエゾンを災害時に受け入れた15の市町村に対して，有

効性を確認したところ,役に立った傾向の回答が7割を占
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めたが，一方で，反対の意見も見受けられた．このこと

から，リエゾン派遣の内容や水準にばらつきがあること

を指摘している．藤原ら6)は，リエゾンに求める役割と

活動の要点を提案している．リエゾン制度に差異がある

三重県と奈良県を対象として，リエゾン担当者から見た

リエゾン制度の現状と課題を明らかにし，2つの制度の比

較分析を通じて，リエゾンに求められる情報収集や調整

の要点を提案している．しかし，これらの先行研究は，

リエゾン制度を運用する県のリエゾン担当者や一部の市

町村担当者からの視点でしか評価されておらず，リエゾ

ンからの視点が含まれていない．よって，本研究では，

リエゾンへの調査を通じて，実態の把握を試み，先行研

究とは異なった視点からリエゾン制度を評価する．リエ

ゾンの視点によるリエゾン制度の実態像を明らかにする

ことは，リエゾン制度の実効性を高めるために重要な視

点となり得る． 

 

(3) 研究目的 
本研究は，リエゾンの任命状況の実態を把握したうえ

で，藤原ら 6)がリエゾン担当者へのヒアリング調査を通

じて得た知見を対象として，リエゾンを対象に質問紙調

査を行った結果を基に，同じ結果が得られるのかを評価

し，知見の妥当性を高めることを目的とする．また，結

果を踏まえてリエゾン制度の実効性を高める対策を検討

する．知見の妥当性を評価する意義は，藤原ら 6)が，質

的研究で生成した知見を多角的に評価することで，リエ

ゾン担当者の一方の視点からリエゾン制度を評価した偏

りを軽減し，知見の妥当性を高めることにある．本研究

における知見の妥当性とは，佐藤 7)が「調査の全プロセ

スを経て得られた総合的な結論がリサーチ・クェスチョ

ンに対応する答えとしてどれだけ適切なものになってい

るか」と説明するものを指す． 

研究目的を達成するために，藤原ら 6)と同じ研究対象

（リエゾン制度）を，異なる視点（リエゾン）から，異

なる方法（質問紙調査）で得られたデータで分析し，藤

原ら 6)とは異なる証拠の提示を試みる．これは，佐藤 8)が，

本研究のように，同じ研究対象に対して異なる視点を取

るアプローチ（トライアンギュレーション）の科学的探

究法としての意味を「複数の証拠を組み合わせたり重ね

合わせたりすることによって，推論の根拠を確かなもの

にし，またその妥当性を高める」と説明していることに

よるものである． 
本研究で対象とする知見は以下の 3点である． 

知見①「情報過程(1)が整理され，リエゾンが収集する情

報の位置付けが明確になっている状態が望まし

い」 

知見②「リエゾンに求められる役割が発災覚知の前後で

変化する」 

知見③「災害対策本部の運営支援の役割はリエゾンが担

うことは難しい」 

知見の相互関係を藤原ら 6)の考察を基に整理した結果

は次のとおりである．「都道府県の情報過程が整理され，

被災自治体でリエゾンが収集する情報の位置付けが明確

になっている状態であれば，都道府県が意思決定するた

めに必要な情報を能動的に収集することができる．発災

覚知前後でリエゾンに求められる主な役割が情報収集か

ら調整に変化する．情報収集は被災自治体単独での災害

対応が困難となる情報の抽出が要点であり，調整は都道

府県の総合窓口の機能を担うことが要点となる．これら

の役割を果たすために，災害対策本部の運営支援を行う

職員は，リエゾンとは別の制度設計で派遣する．」これ

らは，リエゾン担当者の視点からみたリエゾン制度の現

状と課題の評価を通じて得られた知見であることから，

リエゾン制度の実効性を高める手掛かりになり得る． 

本研究の特徴は，知見が十分に蓄積されていないリエ

ゾン制度を対象としている点と，実際に被災自治体へ派

遣されるリエゾンの視点からリエゾン制度を評価してい

る点である． 
以下，第 2 章では分析対象と分析に用いたデータおよ

び，分析対象とした 2 県の制度の差異を確認する．第 3
章では，質問紙調査の分析結果を確認し，第 4 章でリエ

ゾン制度の実効性を高める対策を検討する．   
 
 

２．研究方法 

 
(1) 分析対象 

本研究では，三重県と奈良県の2県のリエゾンを対象と

する．これにより，藤原ら6)が三重県と奈良県のリエゾ

ン担当者へのヒアリングを通じて得た知見を，異なる視

点から評価することができる．また，2つの異なるリエゾ

ン制度によって任命されたリエゾンの認識を比較するこ

とによって，制度設計が与える影響を踏まえて，リエゾ

ン制度の実効性を高める対策を検討できると想定して分

析対象を選定した．なお，藤原ら6)の事前調査の結果か

ら，両県とも平成24年度からリエゾン制度の運用が開始

されていることがわかっている．三重県は制度の運用開

始から制度の変更はない(2)．一方で，奈良県は制度の見

直しを経て令和3年度から新制度が運用されている． 
リエゾンの任命状況と役割の範囲を確認しておく．三

重県は 134 名をリエゾンに任命している．各所属からの

リエゾンの推薦は，防災担当経験や被災自治体への派遣

経験を考慮するように依頼が行われている．三重県のリ

エゾンは情報収集から災害対策本部の運営支援までの広

範囲を担う．職位によって役割は変化しない．奈良県は

「支援員」と呼ばれる係長以下の職員 117 名と，「総括」

と呼ばれる管理職の 20名をリエゾンに任命している．各

所属からのリエゾンの推薦は，防災担当経験を考慮する

ように依頼が行われている．「支援員」は，主に情報収

集を担い，「総括」は，主に調整を担う．つまり，職位

に合わせた役割が与えられている． 

 
(2) データ 

a)質問紙調査の概要 
質問紙を三重県と奈良県のリエゾン担当者を通じてリ

エゾンに配布し，WEB回答の方法で調査を実施した．質

問紙調査の概要を表1に示す．三重県は有効回答数

58(43%)であった．奈良県は有効回答59(43%)であった． 

表 1 質問紙調査の概要 

 

 

対象県 三重県 奈良県

対象数 134名 137名

調査方法

調査時期

有効回答 58(43%) 59(43%)

県のリエゾン担当者を通じて

リエゾンに配布
WEB回答

2022年11月14日送付
回答締切12月9日
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b)質問紙調査の設問項目 

 質問紙調査の主な設問は，回答者属性に加えて，「フ

ェーズごとの役割認識」，「県庁で被災自治体の支援を

判断するために活用されている情報の認識」，「支援の

役割の認識」とした．質問内容の詳細と回答方法につい

ては，第3章でそれぞれ確認する． 
c)欠損値の処理 
設問ごとで未回答の回答者が確認されたため，集計で

は欠損値として処理した．よって，項目ごとに回答者数

が異なることに留意いただきたい． 

 
(3) 三重県と奈良県のリエゾン制度の差異 

本章以降では，調査に基づいて制度設計の影響を確認

していくことから，三重県と奈良県のリエゾン制度につ

いて，検証対象とする3つの知見ごとにまとめておく（表

2）． 
まず， 知見①に関連する制度の状況を確認する．三重

県は，市町の支援を決定するための情報が決められてい

ないことから，何を，いつ，決断するための情報を収集

すべきかをリエゾンに示すことができていない．つまり，

支援を決定するための情報過程が整理できていない．奈

良県は，リエゾンに県災害対策本部への報告の必要性の

判断などの簡易な判断以外は求めないことを明確にして

いる．その上で，総務省が作成した市町村行政機能チェ

ックリスト9)（以下「チェックリスト」とする．）を基

に情報収集を行い，県災害対策本部で支援の必要性の有

無を判断できるように情報過程の設計が行われている．

なお，チェックリストによる評価と総務省への報告は，

被災市町村に対する効果的な応援職員の派遣等の支援に

繋げることがねらいとされている9)． 
次に，知見②に関連する制度の状況を確認する．三重

県では，リエゾンを派遣する段階を情報収集の段階と支

援の段階があると考えられている．支援の段階に移行す

る契機は，被災自治体からの支援要請と考えられている．

調整の役割は情報収集から支援の段階に共通して担う．

ただし，リエゾン制度上では段階的にリエゾンが派遣さ

れる設計にはなっていないため，状況に合わせたリエゾ

ンの派遣の位置付けは不明確である．奈良県は，大規模

災害発生を契機に情報収集から調整に役割が変化すると

考えられている．まず，情報収集を担う「支援員」を派

遣し，大規模災害発生を契機に調整を担う「総括」を追

加で派遣することを明確にしている． 
次に，知見③に関連する制度の状況を確認する．三重

県は「市町災害対策本部運営にかかる支援及び助言」を

リエゾンの役割に位置付けている．奈良県は，リエゾン

の役割に市町村の災害対策本部の運営支援は含まれてい

ない． 

 

３．結果 

 
(1) リエゾンの任命状況の実態確認 

リエゾンの任命状況は，各知見の背景を理解するため

の基礎的な情報となることから，まず，リエゾンの属性

に関する集計結果を設問ごとに確認する． 

a)性別 

図1に性別の集計結果を示す．両県とも男性が80%を超

えていることを確認できる．リエゾンに任命されている

職員の多くは男性であることが示唆された． 

b)年代 

図 2 に年代の集計結果を示す．両県とも 30代の職員が

最も多く，入庁後間もない 10 代と 20 代の職員も任命し

ていることがわかった．また，奈良県については，60 代
を任命していることがわかった．60 代の回答者の職位を

個別に確認したところ，会計年度任用職員と係長級のリ

エゾンからの回答であったことから，役職を解かれた再

任用の職員を任命していることが推測される． 

c)職位 

図 3 に職位の集計結果を示す．両県とも一般職員が最

も多かった．奈良県では課長補佐級が管理職として位置

付けられており，調整を主に担う総括は課長補佐級が任

命されている．三重県でも課長補佐級は任命されている

が，管理職としては位置付けられておらず，担う業務は

職位によって変化はしない．また，藤原ら 6)が実施した

三重県へのヒアリング調査の結果によると，三重県は管

理職を任命していないことが確認されていたが，課長級

からの回答が1件あった．本研究の質問紙調査は藤原ら 6)

がヒアリング調査を実施した翌年度に実施したため，本

調査を行った令和 4 年度は 1 人以上任命されている可能

性がある．奈良県では再任用の職員であることが推測さ

れる会計年度任用職員を任命している点が特徴的である． 

 

図 1 性別 
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図 2 年代 
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表 2 三重県と奈良県のリエゾン制度の差異 

 

知見 対象となるリエゾン制度 三重県 奈良県

【知見①】情報過程が整理さ

れ，リエゾンが収集する情報

の位置付けが明確になってい

る状態が望ましい

情報収集用の様式を提示 × ◯

【知見②】リエゾンに求めら

れる役割が発災覚知の前後で

変化する

状況に合わせた

リエゾンの派遣
不明確 明確

【知見③】災害対策本部の運

営支援の役割はリエゾンが担

うことは難しい

災害対策本部の運営支援が

役割に含まれる
◯ ×
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d)職種 

 図 4 に職種の集計結果を示す．両県とも事務職が最も

多かった．奈良県は「その他」が 2番目に多く選択され 

た．自由記述で具体的な職種を回答させた結果を確認し

たところ，化学技術職などの技術職で構成されていた． 

e)防災担当経験の有無 

図 5 に防災担当経験の有無の集計結果を示す．両県と

も防災担当経験を考慮して各所属にリエゾンの選出依頼

を行なっているが，回答者の半数以上は防災担当経験が

ないことを確認することができた． 

f)リエゾンの典型的な職員像 

調査で得られたデータから描く三重県と奈良県のリエ

ゾンの典型的な職員像は，「一般職員の事務職で，防災

担当経験が無い，30 代の男性」となることがわかった．

上記の 5 つの属性項目ごとに，フィッシャーの正確確率

検定を行ったところ，全ての項目で所属との関係に有意

な差が確認されなかった（有意水準 p <0.05）．また，第

2章第 1節で確認したとおり，両県とも防災担当経験を考

慮しながら推薦が行われているが，回答者の半数以上が，

防災担当経験がないことがわかった．藤原ら 6)は，三重

県と奈良県の共通事項として「リエゾンは防災の知見が

ある者だけでは必要とする人員が確保できないこと」を

確認している．本節で示したデータからは，上記を踏ま

えたリエゾンの任命状況の実態を把握することができた． 

 

(2) 知見①「情報過程が整理され，リエゾンが収集する

情報の位置付けが明確になっている状態が望ましい」の

確認 

 支援を決定するための情報過程について，三重県は整

理できていないことを，奈良県はチェックリストに基づ

く情報収集用の様式をリエゾンに提示し，支援の判断は

県庁で行うことにより整理されていることを第 2 章第 3
節で確認した．本節ではそれぞれのリエゾンが情報過程

をどのように認識しているのかを確認する．確認の方法

は，リエゾンに対して「被災自治体への支援の必要性を

判断するために，どのような情報が県災害対策本部で活

用されるかを把握しているか」を質問し，「はい」，

「いいえ」のいずれかを選択させた．前述のとおり，

「被災市区町村に対する外部支援の必要性」について確

認（または判断）を行う役割は 44 の都道府県で含まれて

いることから，代表的なリエゾンの業務の一つと判断し,  

情報過程を確認する設問に選定した．結果を表 3 に示す．

三重県は 89%が，奈良県は 75%のリエゾンが「いいえ」

を選択した．この結果から，被災自治体への支援の判断

を行うために，県災害対策本部でどのような情報が活用

されているのかを把握しているリエゾンは，両県とも限

られることがわかった． 
 次に，両県のリエゾンの認識に，所属が関連するのか

を確認するために，有意水準を p <0.05 としてカイ二乗検

定を行ったところ，関連があることを確認できた

（χ2(1)=4.34，p=0.04）．つまり，奈良県のリエゾンの方

が，被災自治体への支援の必要性を判断するために，ど

のような情報が県災害対策本部で活用されているのかを

把握している割合が有意に高かった．よって，奈良県は

情報過程が整理され，リエゾンが収集する情報の位置付

けが明確になっていることから，情報過程を共有できて

いるリエゾンの割合が三重県より高いことが示唆される．

これにより知見①と同じ結果が異なる視点から示唆され

た．一方で，奈良県の回答者の 75%は被災自治体の支援

の判断に活用されている情報を把握していないことも確

認できた．奈良県のみ実施している情報収集の様式の提

示は，一定の効果は確認できるが，被災自治体への支援

の判断に関する情報過程の全体像を県庁とリエゾンが共

有するためには十分とは言えないことが示唆された． 

 
(3) 知見②「リエゾンに求められる役割が発災覚知の前

後で変化する」の確認 

本節では発災覚知のフェーズの進行に合わせて，リエ

ゾンがどの役割を重要と考えているのかを確認する．な

お，本研究では災害対策本部の運営支援(3)（以下「本部

支援」とする）の役割を担うスキームは，リエゾン制度

とは別に設計した方が望ましいという立場にたって調査

 

図 3 職位 
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図 5 防災担当経験の有無 
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図 4 職種 
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表 3 県災害対策本部で活用されている情報の把握状況 

 

質問 選択肢 三重県(n=57) 奈良県(n=59)

はい 6(11%) 15(25%)

いいえ 51(89%) 44(75%)

被災自治体への支援の必要性を判断する

ためには，どのような情報が県災害対策

本部で活用されるか把握されていますか
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および分析を実施している．よって，本節で確認する役

割は，三重県と奈良県に共通する情報収集と調整に包含

される役割を対象とし，三重県のみリエゾンの役割に含

まれる本部支援に関する認識は第 4 節で個別に確認する． 
本研究では 3 つのフェーズを基礎自治体の状態に着目

して設定した．1 つ目は「災害発生覚知前(台風接近など

災害発生が予測される場合に派遣された状態) 」（以下

「覚知前」とする）である．「覚知前」は，風雨や地震

などの事象の発生前を意図するのではなく，風雨や地震

などの事象に起因した災害の発生を，基礎自治体が覚知

していない状態として設定した．なぜなら，本研究の対

象とした三重県と奈良県は，災害の発生が予測される場

合にリエゾンを派遣する．風水害時には、大雨や大型台

風の接近で災害の発生を予測する．地震時には，震度階

級を基に災害の発生を予測する．このため事象を区別せ

ず，災害の発生が予測される状態を「覚知前」のフェー

ズに設定した．なお，全ての都道府県が「覚知前」のフ

ェーズからリエゾンを派遣しているとは断言できない．

しかし，令和元年房総半島台風の対応でリエゾンの派遣

が発災 3 日後となった千葉県では，「気象警報が発表さ

れ，かつ，県が台風の暴風域に入ることが見込まれる場

合」などの，「覚知前」のフェーズからリエゾンの派遣

が可能となる制度の見直しが行われている 10)11)．関連す

る国の動向を確認する．令和 3 年に行われた災害対策基

本法の改正では，地方公共団体間等の応援の要求に関す

る規定（災害対策基本法第 67条，第 68条および第 74条
から第 74条の 4）に，災害が発生するおそれのある段階

が加えられた 12)．また，応急対策職員派遣制度において

も災害対策基本法の改正に合わせて「災害が発生するお

それがある段階」から応援職員の派遣が可能となるよう

に要綱が改正されている 13)．これらから，「覚知前」の

フェーズから基礎自治体で情報収集などを担うリエゾン

を派遣する必要性が示唆されるため，本研究では「覚知

前」のフェーズも評価の対象とした．2 つ目は「災害発

生覚知直後（被災自治体が単独で対応が行えるか判断で

きていない状態）」（以下「覚知直後」とする）である．

3 つ目は災害発生覚知後（被災自治体が単独で対応が行

えないと判断されている状態）」（以下「覚知後」とす

る）である．これらのフェーズは，藤原ら 6)が，被災自

治体から県への支援要請や大規模災害発生の覚知を契機

に，リエゾン担当者がリエゾンに求める役割が変化する

ことを確認していることを基に設定した．役割は 7 つの

項目を設定した．1 つ目は，消防庁長官が地方自治体へ

消防組織法に基づき報告を求める「被害情報の収集」を

設定した． 2 つ目は，総務省がチェックリスト 9)に基づ

き報告を求める「行政機能の確保状況に関する情報収集」

を設定した．残りの 5 つは，被災地に赴いた都道府県職

員の役割として防災基本計画 2)に規定される項目を設定

した．「人的ニーズの把握」，「災害対応の進捗状況の

把握」，「被災自治体との調整」，「県災害対策本部と

の調整」，「関係機関との調整」が該当する． 
質問紙調査で，フェーズごとのそれぞれの役割に対し

て，どの程度重要と考えるのかを確認した．回答は 4 件
法のリッカート尺度で選択させた． 
まず，三重県と奈良県の制度の差異によって，フェー

ズごとの役割の認識に差が生じるのかを確認した．

Shapiro-Wilk 検定（有意水準 p <0.05）を行った結果，正

規分布とは言えないことが確認されたため，分析は得ら

れた結果を点数化し，ノンパラメトリック法である

Mann-Whitney-U 検定（有意水準p <0.05）を行なった．点

数化は，役割を担うことが「重要である」を「4」に，

「どちらかといえば重要である」を「3」に，「どちらか

といえば重要でない」を「2」に，「重要でない」を「1」
とした． 3 つのフェーズごとに全ての役割の認識に対し

て検定を行った結果を表 4 に示す，覚知後のフェーズの

「県災害対策本部との調整」のみ有意差を確認できた．

つまり，奈良県のリエゾンは三重県のリエゾンより有意

に覚知後のフェーズにおいて県災害対策本部との調整を

重要と考えていることが明らかになった．これは，奈良

県において，発災後に派遣する総括の役割が，県庁との

調整であることを明確にしていることが影響していると

考えられる．この結果から，リエゾン制度上で状況に合

わせたリエゾンの派遣が明確か不明確かの差異により，

役割を重要と考える認識に影響があることが示唆された．

一方で，「県災害対策本部との調整」以外の役割につい

ては，フェーズごとの役割の認識に三重県と奈良県のリ

エゾン間であまり差はなく，両者に大きな意識の違いは

ないと考えられる． 

表 4 フェーズごとの役割認識に関する Mann-Whitney-U 検定の結果 

 

役割 グループ n 平均値 中央値 標準偏差 有意確率 平均値 中央値 標準偏差 有意確率 平均値 中央値 標準偏差 有意確率

三重県 55 2.82 3 1.06 3.56 4 0.69 3.64 4 0.65

奈良県 53 2.89 3 1.05 3.70 4 0.50 3.68 4 0.51

三重県 55 3.11 3 0.94 3.42 4 0.74 3.51 4 0.72

奈良県 53 3.30 4 0.89 3.64 4 0.62 3.68 4 0.64

三重県 55 3.09 3 0.93 3.40 4 0.74 3.64 4 0.59

奈良県 53 3.21 3 0.86 3.53 4 0.67 3.77 4 0.54

三重県 55 3.11 3 0.88 3.58 4 0.63 3.73 4 0.53

奈良県 53 3.09 3 1.01 3.62 4 0.60 3.83 4 0.47

三重県 55 3.09 3 0.99 3.51 4 0.66 3.65 4 0.58

奈良県 53 3.23 3 0.91 3.57 4 0.57 3.77 4 0.51

三重県 55 3.29 4 0.90 3.58 4 0.74 3.71 4 0.63

奈良県 53 3.40 4 0.79 3.68 4 0.51 3.94 4 0.31

三重県 55 2.65 3 0.99 2.95 3 0.89 3.25 3 0.87

奈良県 53 2.87 3 0.90 3.02 3 0.89 3.28 3 0.84

＊p<.05,＊＊p<.01

覚知前 覚知直後

被災自治体との調整

県災害対策本部との調整

関係機関との調整

0.69

0.32

0.42

0.47

0.19

0.30

0.10

被害情報の収集

行政機能の確保状況に

関する情報収集

人的ニーズの把握

災害対応の進捗状況の把握

覚知後

0.58

0.66

0.25

0.86

0.17

0.06

0.15

0.18

0.01＊＊

0.67

0.42

0.08

0.29

0.75
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次に，フェーズの進行によって，それぞれの役割に対 
する認識が変化するのかを確認する．フェーズごとの役

割認識に関して有意差のあった「県災害対策本部との調

整」を除く 6 つの役割を対象に三重県と奈良県のデータ

を区別せず分析し，重要と考える役割の認識の差異を確

認した．「覚知前」，「覚知直後」，「覚知後」の 3 つ

のフェーズの結果に対して，それぞれの役割ごとに対応

のある 3群以上の比較を行う Friedman検定（有意水準 p 
<0.05）を行った．分析の結果，全ての役割で，1%水準
以下で有意差を確認できた． 

重要と考える役割認識に有意差を確認できたことから，

どのフェーズ間で有意差があるのかを確認するために役

割ごとに Scheffe 法による多重比較検定を行った．分析方

法は，田邊 14)および杉浦ら 15)を参考にした．結果を表 5
に示す．表 5 の結果から「覚知前-覚知直後」，「覚知前

-覚知後」のフェーズ間は，全ての役割で重要と考える認

識が高まっている．「覚知直後-覚知後」のフェーズ間は

「人的ニーズの把握」，「関係機関との調整」の 2 つの

役割で重要と考える認識が高まっている．このことから，

「人的ニーズの把握」，「関係機関との調整」の役割は，

段階的に重要と考える認識が高まり，その他の 4 つの役

割は，覚知直後で重要と考える認識が高まり覚知後まで

持続していると考えられる．  
 
(4) 知見③「災害対策本部の運営支援の役割はリエゾン

が担うことは難しい」の確認 

a)本部支援の役割を兼ねることができるのかの認識 

本部支援の役割をリエゾンが兼ねることができるかに

ついて確認した結果を図6に示す．回答の選択肢は「は

い」，「いいえ」，「わからない」とし，いずれかを選

択させた．「はい」を選択したリエゾンは，三重県が

12%，奈良県が21%であり，両県とも回答の中で最も少

なかった．得られた結果に，三重県と奈良県の所属が関

連しているのかを確認するために有意水準をp <0.05とし

てカイ二乗検定を行ったところ，関連があるとは言えな

いことがわかった（χ2(2)=2.57，p=0.28）．つまり，リエ

ゾン制度に本部支援の役割が含まれているのかの有無に

関わらず，本部支援の役割を兼ねることができると考え

るリエゾンは限られることがわかった． 

 

表 5 多重比較検定の結果 

 

役割 覚知前 覚知直後 覚知後
覚知前

-覚知直後

覚知前

-覚知後

覚知直後

-覚知後

平均値 2.85 3.63 3.66

標準偏差 1.05 0.61 0.58

平均値 3.20 3.53 3.59

標準偏差 0.92 0.69 0.68

平均値 3.15 3.46 3.70

標準偏差 0.90 0.70 0.57

平均値 3.10 3.60 3.78

標準偏差 0.94 0.61 0.50

平均値 3.16 3.54 3.71

標準偏差 0.95 0.62 0.55

平均値 2.76 2.98 3.27

標準偏差 0.95 0.89 0.85

＊:p<.05,＊＊:p<.01 (n=108)

被害情報の収集

行政機能の確保状況

に関する情報収集

人的ニーズの把握

災害対応の

進捗状況の把握

被災自治体との調整

関係機関との調整

<.001＊＊ <.001＊＊ 0.980

0.002＊＊ <.001＊＊ 0.639

0.005＊＊

多重比較検定p値

<.001＊＊ <.001＊＊ 0.091

0.014＊ <.001＊＊ 0.002＊＊

<.001＊＊ 0.005＊＊

<.001＊＊ <.001＊＊ 0.089

表 6 リエゾンが本部支援の役割を兼ねることができないとされる理由の整理結果（三重県） 

 

《カテゴリ》 〈サブカテゴリ〉

（記述合計数） （記述合計数）

管理職の県職員でも難しい 1

企画・助言のハードルが高い 1

支援を行うための訓練を受けていない 2

支援を行える技能を持つ県職員は限られる 1

判断することが多い 1

経験がない(10) 経験がない 10

支援を行うための研修を受けていない 2

知識が足りない 11

能力が足りない(2) 能力が足りない 2

運営支援まで関わることができない 2

業務を絞った方が良い 1

自治体職員との信頼関係がない(3) 自治体職員との信頼関係がない 3

自治体の体制がわからない 3

自治体によって対応の仕方が異なる 2

市町の業務を把握していない 1

市町の災害対応の方法を把握していない 1

土地勘がない(5) 土地勘がない 5

ある程度の役職が必要 1

健康・体力で問題のない人員が必要 1

支援を前提とした人選が行われていない 1

大半は防災担当経験がない 3

求められる能力が違う 1

リエゾンは各部局に割り当てられた人数合わせの者 1

④支援を前提とした人選が行

われていない(8)

①業務遂行能力がない(31)

技能がない(6)

サブカテゴリを構成する主要な記述 記述数

自治体の状況がわからない(7)③市町を知らない(15)

②業務範囲が広い(3)

知識が足りない(13)

 

図 6 本部支援の役割を兼ねることができるのかの認識  
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b)本部支援の役割を兼ねることができないとされる理由 
リエゾンが本部支援の役割を兼ねることができないと

される原因を探索するために，前項の質問（図 6）で

「いいえ」を選択した場合にのみ，その理由を自由記述

で尋ね，得られた記述をKJ法 16)を用いて分析した．分析

は三重県の 25名から得られた 57 の記述と，奈良県の 18
名から得られた 33 の記述を用いて，それぞれ行った．な

お，両県ともに 1 名の未回答者が確認されたため，図 6
で「いいえ」を選択した回答者数とデータ数が異なる． 
まず，記述 1 つあたり 1 つのラベルを作成し，内容が

類似しているものを集約しサブカテゴリとして命名した．

さらに，サブカテゴリの内容が類似しているものを集約

し，カテゴリ名を決定した．サブカテゴリをまとめるこ

とができなかったラベルについては，そのままサブカテ

ゴリを構成せずにカテゴリとして命名した．サブカテゴ

リおよびカテゴリの生成は，筆頭著者が分類した経過と

結果に加えて，その理由を共著者に説明し，同意を得る

手順で行った．ここまでの手順で生成されたカテゴリと

サブカテゴリで空間配置を経て図解化を行った．三重県

と奈良県のそれぞれの結果を順に確認する． 

三重県の 57 の記述は，4 個のカテゴリ，7 個のサブカ

テゴリに分類された（表 6・図 7）．以下で解釈を説明す

る．三重県のリエゾンは，リエゾンには本部支援を行う

ための「①業務遂行能力がない」と考えられているよう

である．「①業務遂行能力がない」のカテゴリは「技能

がない」，「経験がない」，「知識が足りない」，「能

力が足りない」の 4 つのサブカテゴリで構成される．本

部支援に関する「企画・助言のハードル」が高く，実行

するためには，災害対応に関する技能，経験，知識，能

力を習得する必要があるが，これらを習得するための訓

練や研修の機会はないようである．その結果，本部支援

がリエゾンの役割に含まれていることに対して「②業務

範囲が広い」と受け止められていると考えられる．また，

「自治体職員との信頼関係がない」，「自治体の状況が

わからない」，「土地勘がない」の 3 つのサブカテゴリ

で生成された「③市町を知らない」ことも，本部支援を

行うための課題であることが認識されていた．これらが

影響して「④支援を前提とした人選が行われていない」

と認識されているようである． 

奈良県の 33 の記述は，5個のカテゴリ，10個のサブカ

 

図 7 リエゾンが本部支援の役割を兼ねることができないとされる理由の構造（三重県） 

①業務遂⾏能⼒がない(31)

③市町を知らない(15)

②業務範囲が広い(3)

④⽀援を前提とした⼈選が⾏われていない(8)

技能がない(6)

経験がない(10)

知識が⾜りない(13) ⾃治体職員との信頼関係がない(3)

⼟地勘がない(5)

⾃治体の状況がわからない(7)

：影響あり ：相互に影響 ：カテゴリ名 ：サブカテゴリ名 （ ）：記述数

①業務遂⾏能⼒がない(18) ②市町村を知らない(8)

⑤連絡調整以外に携わってはいけない(4)

③何もできないと感じるから(1)

④情報収集に⽀障が⽣じる(2)

技能がない(5)

経験がない(1)

知識がない(11) 職員を知らない(2)

住⺠がわからない(2)

地理がわからない(3)

市町村災害対策本部の役割を知らない(1)

能⼒が⾜りない(2)

：影響あり ：相互に影響 ：カテゴリ名 ：サブカテゴリ名 （ ）：記述数

能⼒がない(1)

2023.8.3

連絡調整に徹するべき(3) 責任を負わない被災⾃治体以外の職員が
組織の運営に携わってはいけない(1)

表 7 リエゾンが本部支援の役割を兼ねることができないとされる理由の整理結果（奈良県） 

 

《カテゴリ》 〈サブカテゴリ〉

（記述合計数） （記述合計数）

技能がない 1

訓練を受けていない 3

市町村から出された情報を県へ送るくらいしかできない 1

経験がない(1) リエゾン経験のない方に運営支援は厳しい 1

企画・助言を行うような研修を受けていない 2

知識がない 5

リエゾンは防災関連部署の職員でない 4

能力がない(1) 能力がない 1

市町村災害対策本部の役割を知らない(1)市町村災害対策本部の役割を知らない 1

住民の生活状況がわからない 1

住民性を詳細に把握しておく必要がある 1

顔の見える関係ができていない 1

市町村の災害対策本部職員と日々交流していない 1

地理がわからない(3) 地域の地理がわからない 3

③何もできないと感じるから

(1)
何もできないと感じるから 1

運営にかかわることで情報の収集、整理、県への伝達に

タイムラグや漏れが生じる
1

被害情報の収集等に忙殺されて、運営支援まで対応でき

る余力がない
1

連絡調整に徹するべき(3) 連絡調整に徹するべき 3

責任を負わない被災自治体以外の職員が

組織の運営に携わってはいけない(1)

責任を負わない被災自治体以外の職員が組織の運営に携

わってはいけない
1

記述数

⑤連絡調整以外に携わっては

いけない(4)

サブカテゴリを構成する主要な記述

②市町村を知らない(8)

①業務遂行能力がない(18)

技能がない(5)

知識がない(11)

住民がわからない(2)

職員を知らない(2)

④情報収集に支障が生じる(2)
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テゴリに分類された（表 7・図 8）．以下で解釈を説明す

る．奈良県のリエゾンは「①業務遂行能力がない」と 

「②市町村を知らない」ことに起因して，「③何もでき

ないと感じるから」リエゾンが本部支援の役割を兼ねる

ことができないと考えられているようである．さらに，

本部支援の役割をリエゾンが兼ねることで，「④情報収

集に支障が生じる」と認識されているようである．また，

リエゾンが本部支援に関わることに否定的な記述を確認

することができた．リエゾンなどの「責任を負わない被

災自治体以外の職員が組織の運営に携わってはいけない」

ことから「連絡調整に徹するべき」で，「⑤連絡調整以

外に携わってはいけない」と認識されているようである． 

両県の違いの特徴を確認する．三重県は，本部支援を

行うための実効性の課題として「④支援を前提とした人

選が行われていない」のカテゴリが生成されている（表

6・図 7）．奈良県では，本部支援に携わることで「④情

報収集に支障が生じる」ことから，「⑤連絡調整以外に

携わってはいけない」として，本部支援の役割をリエゾ

ンが担うことに否定的なカテゴリが生成されている（表

7・図 8）．つまり，本部支援がリエゾンの役割に含まれ

ていない奈良県の方が，強い表現で否定的なカテゴリが

生成されたことを確認できた．このことから，リエゾン

の役割に新たに本部支援の役割を追加することに対して

は，リエゾンの心理的な課題が生じることが示唆される． 
両県の共通点を確認する．両県に共通して「業務遂行

能力がない」，「市町（村）を知らない」の 2 つのカテ

ゴリが生成された．リエゾンが本部支援を兼ねることが

できないとされる要素の一つと考えられる． 
 
 

４．考察 
 
本研究では藤原ら 6)が，リエゾン担当者へのヒアリン

グ調査を通じて得た知見を対象として，三重県と奈良県

のリエゾンへの質問紙調査を通じて，リエゾンの任命状

況の実態を把握したうえで，同じ結果が得られるのかを

確認した．結果を踏まえて，リエゾン制度の実効性を高

める対策を以下に考察する． 
 

(1) 情報過程の構築と関係者間での共有 

三重県と奈良県のリエゾンの任命状況の実態を確認し

たところ，両県のリエゾンの典型的な職員像は，「一般

職員の事務職で，防災担当経験が無い，30 代の男性」と

なることがわかった（第 3 章第 1 節）．知見①「情報過

程が整理され，リエゾンが収集する情報の位置付けが明

確になっている状態が望ましい」に関して，異なる視点

から同じ結果が得られるのかを確認するために，「被災

自治体への支援の必要性を判断するために，どのような

情報が県災害対策本部で活用されるかを把握しているか」

を確認した．その結果，奈良県は情報収集用の様式を基

にリエゾンが情報収集を行い，県庁で支援の判断を行う

ことを明確にしていることから，情報過程を共有できて

いるリエゾンが三重県より有意に多かった．しかし，奈

良県の回答者の 75%は被災自治体の支援の判断に必要な

情報を把握していないことも確認できた（第3章第2節）．

つまり，情報過程が整理され，リエゾンが収集する情報

の位置付けが明確なっている状態が望ましいことに関し

て，異なる視点から同じ結果が示唆されたものの，奈良

県も十分に情報過程が共有できているとは言い難い．こ

れらの結果から，防災担当経験が無いリエゾンが，どの

ように活用されているのかが不明確な情報を収集してい

る現状が見えてきた．対応策としては，都道府県で想定

される意思決定の項目と，それを決断するための情報を

結びつけて整理し，災害対策本部で活動する職員とリエ

ゾンが情報過程を共有できている状態を構築することが

考えられる．これにより，リエゾンは，意思決定者が

「何を，いつ，決断するのか」を明確にしたうえで，必

要となる情報要求を受けている状態となることから，能

動的に情報収集を行うことが可能となる．  
上述の概念を災害対応の現場に適応させることを目的

として，全ての都道府県に意思決定が求められる，災害

救助法の適用を対象とした情報過程の具体例を提示する．

災害救助法は都道府県知事が市町村ごとの区域を定めて

適用するものである．住家被害（施行令第 1 号〜第 3 号
基準）や生命・身体への危害（おそれを含む）（施行令

第 4 号基準）が適用の判断基準に用いられており 17)，迅

速に災害救助法を適用するためには，被災自治体の情報

収集が欠かせない．災害救助法の適用を対象とした情報

 

図 8 リエゾンが本部支援の役割を兼ねることができないとされる理由の構造（奈良県） 

①業務遂⾏能⼒がない(31)

③市町を知らない(15)

②業務範囲が広い(3)

④⽀援を前提とした⼈選が⾏われていない(8)

技能がない(6)

経験がない(10)

知識がない(13) ⾃治体職員との信頼関係がない(3)

⼟地勘がない(7)

⾃治体の状況がわからない(5)

：影響あり ：相互に影響 ：カテゴリ名 ：サブカテゴリ名 （ ）：記述数

①業務遂⾏能⼒がない(18) ②市町村を知らない(8)

⑤連絡調整以外に携わってはいけない(4)

③何もできないと感じるから(1)

④情報収集に⽀障が⽣じる(2)

技能がない(5)

経験がない(1)

知識がない(11) 職員を知らない(2)

住⺠がわからない(2)

地理がわからない(3)

市町村災害対策本部の役割を知らない(1)

能⼒が⾜りない(2)

：影響あり ：相互に影響 ：カテゴリ名 ：サブカテゴリ名 （ ）：記述数

能⼒がない(1)

2023.8.3

連絡調整に徹するべき(3) 責任を負わない被災⾃治体以外の職員が
組織の運営に携わってはいけない(1)
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過程の具体例を，東田ら 18)の情報過程を基に作成したも

のが図 9 である．まず，意思決定者（知事）からの情報

要求で「何を，いつ，決断するのか」を明確にし，情報

を要求することから情報過程は開始する．これは，「イ

ンテリジェンス自体が判断・行動するために必要な知識」

であることから，「インテリジェンスを要求するカスタ

マーが存在」していると北岡 19)が指摘していることを参

照した．具体例の【情報要求】は「災害救助法の適用を

(何を），直ちに（いつ），決断する」こととした．「直

ちに（いつ）」としたのは，災害救助法の適用は，「法

の目的である「被災者の保護」と「社会の秩序の保全」

のためには，何よりも迅速な法適用が必要」と国が示し

ていることによる 17)．【情報要求】は都道府県災害対策

本部からリエゾンに対して行われる．次の【収集計画】

は，情報要求に従い「入手可能な情報の列挙」などの情

報収集計画が作成される．具体例には，災害救助法の適

用に関連する情報を列挙した．近年の災害救助法の適用

は，主に施行令第 4 号基準で行われていることから 17)，

継続的に法に基づく救助が必要となり得る事象の発生を

把握することが，最も重要となろう．【収集】には，情

報収集の具体的な方法を記載した．【1 次処理（整理）】

は，リエゾンが都道府県災害対策本部へ報告した情報の

整理を指す．この過程では，都道府県災害対策本部が情

報に番号を付番するなどの整理が行われ，【不要】と判

断された情報は，再利用が可能な状態を保持し整理され

る．【2 次処理（編集）】では，報告できる形に情報が

編集される．その結果を【分析】し，災害救助法の適用

を決断できる情報かの妥当性が確認され，最終的に【共

有】の過程で，意思決定者（知事）に報告される．以上

の情報過程が繰り返されることで，災害救助法の適用が

決断されることとなる．本研究で提示した情報過程の具

体例を基に情報を処理する過程には，異なる役割を担う

職員が携わることが想定される．組織としての判断を行

うために，情報過程のどの部分を，誰が担っているのか

を共有しておくことが肝要となろう．なお，図 9 は，リ

エゾンの活動に着目して作成していることから，都道府

県災害対策本部の職員が行う【収集計画】，【収集】の

活動は含めていない． 

 

(2) 災害フェーズの進行に合わせたリエゾンの派遣 

知見②「リエゾンに求められる役割が発災覚知の前後

で変化する」に関して，異なる視点から同じ結果が得ら

れるのかを確認した結果，分析対象とした 6 つの役割に

おいて「覚知前-覚知直後」，「覚知前-覚知後」のフェ

ーズ間で有意に重要と考える認識が高まることが示唆さ

れた（第 3 章第 3 節）．これにより，知見②に関して，

異なる視点から同じ結果が示唆された．役割には被災自

治体や，関係機関との調整も含まれている．紅谷 4)は，

愛媛県の平成 30 年 7 月豪雨の対応で，課長級の管理職を

派遣したことにより，被災自治体での調整や意思決定が

スムーズに進められたことを報告している．また，調整

相手には市町村の幹部職員が相手になることが想定され

る 6)．これらから，覚知直後から重要と考える認識が高

まる調整の役割に対応するためには，藤原ら 6)が提案し

ている「都道府県からも管理職が派遣されることが望ま

しい」が妥当と考えられる． 

 

(3) 本部支援を行う制度とリエゾン制度の分離 

知見③「災害対策本部の運営支援の役割はリエゾンが

担うことは難しい」に関して，異なる視点から同じ結果

が得られるのかを確認するために，リエゾンが本部支援

の役割を兼ねることができるのかを尋ねたところ，兼ね

ることができると考えているリエゾンは，両県に共通し

て限られることがわかった（第 3章第 4節第 a項）．ま

た，その原因を探索するために，本部支援の役割を兼ね

ることができないとされる理由をそれぞれ分析したとこ

ろ，共通要素として「業務遂行能力がない」，「市町

（村）を知らない」の 2点を抽出することができた（第 3
章第 4 節第 b 項）．これらから，知見③に関して，異な

る視点から同じ結果が示唆された．リエゾン制度と別に

本部支援を行う制度を設ける必要性について，本研究で

得られたデータを用いて，その理由を検討する． 

前述のとおり，リエゾンが本部支援の役割を兼ねるこ

とができないとされる両県に共通する理由は，「業務遂

行能力がない」，「市町（村）を知らない」の 2 点であ

る．言い換えると，本部支援を行うためには，これら 2
点を習得していることが必要と考えられているようであ

る．「業務遂行能力がない」のカテゴリは，両県に共通

して「知識」および「技能」がないことを示すサブカテ

ゴリの生成を経て作られたものである．柳橋ら 20)による

と，内閣府は防災スペシャリストに求める活動遂行能力

として「知識」，「技能」，「態度」に分類される能力

要素を，防災活動を行う上で個人が有しておく能力と位

置付けて研修を行なっている．よって，災害対応を行う

ための「知識」および「技能」は，防災スペシャリスト

に求められる能力であることから，第 3 章第 1 節で属性

を確認したリエゾンに本部支援の役割を求めることは難

しい．これは，本部支援を担う災害マネジメント総括支

援員(4)に，「災害のフェーズ」に応じた災害対応の在り

方に関する知見が求められることに裏付けられる 21)．

 

図 9 災害救助法の適用を対象とした情報過程の具体例 

※東田ら 18)の図 1 情報過程(The Intelligence Cycle)を引用し著者作成 

リエゾンが基礎⾃治体で⾏う活動都道府県災害対策本部で
⾏う活動

都道府県災害対策本部で⾏う活動

処理

【情報要求】
災害救助法の適⽤を、
直ちに決断する

【収集計画】
・継続的に救助が必要
となる事象の発⽣状
況
・住家被害
・避難者の状況
・ライフラインの状況

【収集】
・市区町村災害対策本
部の被害情報収集担
当者への聞き取り
・関係機関から派遣さ
れたリエゾンへの聞
き取り
・インターネットでの
情報収集

【1次処理（整理）】
・情報に番号を付番
・整理区分に従った整
理

・不要な情報の破棄
（【不要】へ仕分け）

【2次処理（編集）】
・情報を整理し、報告
できる形に編集

【不要】
・再利⽤可能な状態を
保持

【分析】
・災害救助法の適⽤を
決断できる情報かの
妥当性の分析

【共有】
・知事への報告
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「市町（村）を知らない」ことは，リエゾン以外のスキ

ームで本部支援を行う応援職員にも共通する課題である．

都道府県を跨いで派遣調整が行われる災害マネジメント

総括支援員も，基本的には知らない土地で，初めて会う

被災自治体職員と活動を行っている．つまり，「市町

（村）を知らない」状態が活動開始前に解消されている

状態が望ましいものの，絶対条件ではないことが、活動

実績例えば 22)から示唆される．これらを踏まえると，リエ

ゾン制度とは別に本部支援を担う制度を設けなければな

らない理由は，リエゾンには本部支援を担うための「業

務遂行能力がない」ことと考えられる． 

 

(4) リエゾンの任命状況の実態を踏まえた課題への対策 

リエゾンの活動の実効性を高めるためには，役割の範

囲と業務内容を具体化することが対策の一つと考えられ

る．災害フェーズの進行に合わせた的確な情報収集や被

災自治体との調整などの高度な活動を実行できるリエゾ

ンを養成することが望ましい．しかし，本研究で確認し

た三重県と奈良県のリエゾンは，防災担当経験の無い職

員も含めてリエゾンに任命されていた．さらに，藤原ら
6)は両県ともに任期が 1 年であることを確認している．こ

の実態を踏まえると，リエゾンに求める高度な活動を実

行できる職員を養成することには課題がある．この課題

への対策として，リエゾンの役割の範囲と業務内容を具

体化し，「誰が，何を行うのか」を明確にすることで，

個人の能力に依存しない対応に近づけることができる．

本章の考察は，その一端を担えると考えられる． 

第 1 節で考察した情報課程が災害フェーズの進行に合

わせて整理されることで，意思決定すべき事項に応じた

情報が特定されるため，業務内容が具体化され，能動的

に情報収集することが可能となる．第 2 節で考察した災

害フェーズの進行に合わせてリエゾンに求められる役割

が変化することを踏まえて，奈良県のように，覚知直後

には被災自治体との調整を担う管理職を追加で派遣する

ことで，情報収集を担うリエゾンと調整を担うリエゾン

の役割の範囲と業務内容が明確になる．第 3 節で考察し

た本部支援を行う制度とリエゾン制度を分けることで，

三重県のように本部支援がリエゾンに求める役割に含ま

れている場合には，リエゾンの役割の範囲を絞ることが

できる．さらに，「業務遂行能力がない」職員が本部支

援に就かなければならない状況を防ぐことができる． 

これらを踏まえて，リエゾンの役割の範囲と業務内容

を具体化することで，任命すべき職員の属性の設定や，

向上させるべき能力を特定した訓練や研修の設計を行う

ことが可能となり，リエゾンが行う活動の実効性を高め

ることに期待できる． 

 

５．まとめ 
 
本研究では，三重県と奈良県のリエゾンの任命状況の

実態を把握したうえで，藤原ら 6)が得た3つの知見に関し

て，異なる視点から同じ結果が得られるのかと，リエゾ

ン制度の設計が与える影響を確認し，結果を踏まえて対

策を考察した．リエゾンの視点からの知見の確認結果と，

リエゾン制度が与える影響の総括を表 8 に示し，要旨を

以下にまとめる． 
三重県と奈良県のリエゾンの任命状況の実態を確認し

たところ，両県のリエゾンの典型的な職員像は，「一般

職員の事務職で，防災担当経験が無い，30 代の男性」と

なることがわかった（第 3 章第 1 節）．知見①「情報過

程が整理され，リエゾンが収集する情報の位置付けが明

確になっている状態が望ましい」は，奈良県の方が三重

県より有意に県災害対策本部が支援の判断に利用してい

る情報を把握しているリエゾンが多かったことから知見

と同じ結果が示唆された．これは，奈良県では支援の判

断に関する情報過程が整理され，リエゾンが収集する情

報の位置付けが明確になっていることによるものと考え

られる．また，奈良県が実施している情報収集用の様式

の提示は，三重県との比較から活用されている情報の把

握に寄与していることが示唆されたが，十分とは言えな

いことがわかった（第 3 章第 2 節）．三重県と奈良県の

リエゾンの任命状況の実態および知見①の検証結果を踏

まえて，防災担当経験がない者をリエゾンとして派遣す

ることを前提とし，情報過程を整理しておく必要がある

ことを考察した．情報過程については，概念を災害対応

の現場に適応させることを目的として，災害救助法の適

用を対象とした具体例を提示した．今後，自衛隊派遣要

請の決定などの他業務の情報過程の構築や，所属する都

道府県の実情に合わせた整理が行われ，災害対応の現場

に適応されることが望まれる． 
知見②「リエゾンに求められる役割が発災覚知の前後

で変化する」は，「覚知前-覚知直後」，「覚知前-覚知

後」のフェーズ間で有意に重要と考える認識が高まるこ

とから知見と同じ結果が示唆された（第 3 章第 3 節）．

結果を踏まえて，覚知直後のフェーズには，調整を担う

ために管理職を派遣することが望ましいことを確認した．

また，三重県より奈良県のリエゾンの方が有意に「県災

害対策本部との調整」を覚知後に重要と考える認識が高

かった．このことから，リエゾン制度上で状況に合わせ

たリエゾンの派遣が明確か不明確かの差異は，フェーズ

ごとの役割の認識に影響を与えていることが示唆された． 
知見③「災害対策本部の運営支援の役割はリエゾンが

担うことは難しい」は，リエゾンが本部支援の役割を兼

ねることができると考えているリエゾンは限られていた

表 8 リエゾンの視点からの知見の確認結果とリエゾン制度の設計が与える影響の総括 

 

知見 対象となるリエゾン制度 三重県 奈良県 知見の確認結果 リエゾン制度の設計が与える影響

【知見①】情報過程が整理

され，リエゾンが収集する

情報の位置付けが明確に

なっている状態が望ましい

情報収集用の様式を提示 × ◯

【知見と同じ結果を示唆】

情報過程が整理されていることで，

有意に被災自治体の支援の判断に利用される

情報を把握しているリエゾンが

多くなることが示唆された

【影響あり】

奈良県のリエゾンの方が，

有意に被災自治体の支援の判断に

利用される情報を把握している

リエゾンが多かった

【知見②】リエゾンに求め

られる役割が発災覚知の前

後で変化する

状況に合わせた

リエゾンの派遣
不明確 明確

【知見と同じ結果を示唆】

「覚知前-覚直直後」「覚知前-覚知後」

のフェーズ間で

役割を重要と考える認識が

高まることが示唆された

【影響あり】

奈良県のリエゾンの方が

有意に「県災害対策本部との調整」を

覚知後に重要と考える認識が高かった

【知見③】災害対策本部の

運営支援の役割はリエゾン

が担うことは難しい

災害対策本部の

運営支援が

役割に含まれる

◯ ×

【知見と同じ結果を示唆】

支援の役割を兼ねることができると

考えているリエゾンは限定的であった

【影響なし】

三重県と奈良県の回答に所属が関連

しているとは言えないことを確認した
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ことから知見と同じ結果が示唆された．また，得られた

結果に所属が関連していると言えないことをカイ二乗検

定で確認した（第 3章第 4節第 a項）．リエゾン制度とは

別に本部支援を行う制度を構築し，派遣する職員は「業

務遂行能力」を高めておくことが本部支援の役割を果た

すための条件となる．また，絶対条件とはならないが，

事前に本部支援を行う職員を派遣する自治体を割り当て，

「市町（村）」の人，土地，住民性を把握しておくこと

が望ましい．  
本研究の限界を 2点挙げる．1点目は，藤原ら 6)が三重

県と奈良県の共通事項として「リエゾンは防災の知見が

ある者だけでは必要とする人員が確保できないこと」を

確認しているが，その実態については確認できていない

ことである．実態を確認するためには，防災担当経験者

の人員数や，時点の職責によりリエゾンに任命できない

条件などを調査し，防災担当経験者以外をリエゾンに任

命しなければならない原因を確認する必要がある．2 点
目は，三重県と奈良県の 2 つの事例調査の結果のみで分

析を行っていることである．今後は他の事例を調査し，

リエゾンに関する知見を蓄積することで，成果の一般化

に繋げていきたい． 
 
 
補 注 
 

(1) 本研究での情報過程とは，東田ら 18)が CIA23)などの諜報機関

で用いられている Intelligence Cycle を参考に整理した情報処

理プロセスを指す． 
(2) 三重県のリエゾン制度は，本研究の調査後である 2022 年 12

月から新制度が運用されている． 
(3) 本研究における「災害対策本部の運営支援」とは，「被災自

治体の災害対策本部の運営に係る企画・助言を行うこと」と

定義し，質問紙にも明記したうえで調査を行なった． 

(4) 災害マネジメント総括支援員とは，総務省が構築した応急対

策職員派遣制度で被災市区町村が行う災害マネジメントの支

援を中心となって行う応援職員である． 
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